
令和７年２月７日

実施計画書
Ⅰ 委託業務の内容

１．基本情報

管理機関

（管理機関名）

長崎県

（代表者職名）

知事

（代表者氏名）

大石 賢吾

事業名

ＮＥＸＴ長崎人材育成事業

事業実施期間

契約日～令和８年３月３１日

モデル

先進的取組 ／ 連携体制強化

連携体制を構築する

産業分野

農業、工業、商業、情報、水産、福祉

拠 点 校 名

※学校名の末尾にかっ
こ書きで、実施対象の

学科を記載
〇〇高等学校（農業

科）等

島原農業高等学校（農業科）、諫早農業高等学校（農業科）、北松農業

高等学校（農業科）、西彼農業高等学校（農業科）、長崎工業高等学校

（工業科）、佐世保工業高等学校（工業科）、鹿町工業高等学校（工業

科）、島原工業高等学校（工業科）、大村工業高等学校（工業科）、佐

世保商業高等学校（商業科）、島原商業高等学校（商業科）、諫早商業

高等学校（商業科、情報科）、壱岐商業高等学校（商業科）、長崎鶴洋

高等学校（水産科）、口加高等学校（福祉科）

（計 １５校）

連 携 予 定 の

産 業 界 等 名

(団体名・企業名等)

〇農業：JAグループ長崎（長崎県農業協同組合中央会）

〇工業：ながさき半導体ネットワーク、長崎県工業連合会、

長崎県建設業協会

〇商業：長崎県商工会議所連合会

〇情報：長崎県情報産業協会

〇水産：長崎県漁業協同組合連合会

〇福祉：長崎県社会福祉協議会

（別紙様式１）
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２．事業概要等

（１）産業界と専門高校の連携体制に関する申請者の現状と課題

※それぞれ箇条書きで具体的に記載

・本県は全国でも人口減少が進んでいる地域であり、各産業で人手不足が顕著となっており、

ICT等を活用したＤＸや先端技術の活用等による生産性の向上等が急務となっている。
・半導体関連企業の進出や長崎県スタジアムシティの開業など、本県の産業構造が大きく変化

していく中、地域の産業が持続し成長するためには、専門的なスキルや実践的・汎用的なス

キルを持ち、課題の解決や新しい価値を創造することができる「イノベーション人材」を育

成する必要がある。

・一部学校では企業等と連携した取組を行っているが、離島・半島地域が多い本県の地理的特

性もあり、近隣地域のみの連携や属人的なものが多く、県内の豊富な資源を活用することが

できておらず、広く連携体制を構築する取組が必要である。

・産業界と教育分野が意見交換する場や双方の現場を見学する機会が少なく、相互の理解が進

んでおらず、高校のカリキュラムと産業界が求める資質・能力がマッチングしていない可能

性がある。

・【農業】

人口減少と高齢化が進展する中で担い手が不足する中、スマート農業による大幅な生産性

向上が期待されるが、高校でスマート農業を学ぶ機会が少ない。また、離島・半島や中山間

地域が多く、地域の特性を活かした多様な農業が展開されている中で、県単位で広くこれら

が連携することにより、地域資源を最大限に活かした学びの充実を図る必要がある。

・【工業】

半導体分野では、大規模な半導体工場の設立が進むなど、本県の基幹産業として地域経済

を牽引する半導体関連産業において、人材の育成・確保が課題となる中、高校での専門的な

学びの充実を図る必要があるが、半導体の専門的な教員は少なく、産業界等との連携が必要

不可欠である。

工業分野および建設分野では、人材不足が特に顕著であり、産業現場における DX推進、
生産性向上、就労環境の改善が急務となっている。関連学科においては、先端的機器を用い

た実習や DX推進企業との連携を通して、DXの推進につながる学びが必要である。
・【商業】

  令和4年に西九州新幹線が開通するなど、本県のまちづくりは大きな変化の時期を迎えて
おり、これらを契機としたサービス産業（特に観光関連産業）の活性化を図るためには、観

光ＤＸや人材の育成に取り組む必要がある。商業高校においても、観光ビジネス等の商業教

育について、本県の課題等を解決するための実践的な学びを充実していく必要がある。

・【情報】

  本県の情報産業は、企業誘致により情報サービス系企業の研究・開発拠点が相次ぎ立地す

るなど、県内情報産業にとって環境が充実してきている。一方、情報関連技術については、

日々進化しており、実践的なスキルを身に付けるために、企業等と連携して最新の技術等に

ついて学ぶ必要がある。

・【水産】

海岸線の長さが北海道に次ぎ全国２番目の長さとなっており、漁業産出額と漁獲量が全国

２位を誇るなど、全国屈指の水産県であるが、生産量は減少傾向にあり、人口減少や高齢化

による担い手不足となっている。そのため、スマート水産業の導入や売れる高付加の加工品
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製造など、経営強化につがなる取組を高校での学びに取り入れる必要がある。

・【福祉】

福祉や介護関係分野の従事者は県全体の約 1割となっており、県内の雇用を支える産業
の一つとなっている。高齢化の進行によりサービス維持に必要な介護職員の数は増えてお

り、最新のテクノロジー（見守りセンサー、コミュニケーションロボット等）を活用したサ

ービスの向上とマンパワーをサポートする仕組みが求められている。

（２）事業概要

・長崎型産学連携コーディネーターとして「民間経験者、校長経験者、知事部局職員」の３名

を配置することにより、高校と産業界等との連携を各分野の様々な視点と豊富な人脈により、

多面的に支援し、県全体で産業界と連携する体制を構築しながら、専門高校全体の学びの充

実を図る。

・専門高校で育成していく資質・能力の策定や支援の在り方など、専門高校全体で共通する内

容等を協議する、事業運営委員会を設置する。また、分野ごとで協議会を開催し、本県の産

業教育における産学連携の基盤づくりを行い、組織的かつ持続的な取組を目指す。なお、将

来的に事業運営委員会にて各協議会の横断的取組・連携を推進し、イノベーション創成へと

つなげる。

・企業の担当者と高校の教員による意見交換や学校見学を行い、産業界が求める資質・能力を

明確にするとともに、教員向けの企業見学や産学連携に関する研修会を実施し、教員が産業

界の実情や先端技術等の知見を広げ、高校のカリキュラムと地域産業をつなげる取り組みを

行う。

・県内企業や大学等から講師を招聘し、各分野の専門的な技術や先進的な取組等に関する講座

の実施を通じて、外部人材の活用のノウハウや産業界等の連携強化を図り、将来的な産業実

務家教員による授業や地域産業と連動させることで、「イノベーション人材」を育成するカリ

キュラムの開発につなげていく。

・【農業】

県内のJAが会員となっているJAグループ長崎を中心とした協議会を設置し、連携するこ

とにより、県内の様々な先進的なスマート農業（園芸、畜産、林業、農業土木など）に取り

組んでいる農家や団体等による講座や農地見学を通じて、先端機器を活用した農業学習の充

実を図る。

・【工業】

半導体分野では、産学官の半導体関係者が構成員となっている「ながさき半導体ネットワ

ーク」と連携することにより、工業高校に「半導体製造技術」の学校設定科目を新たに設定

するなど、企業や大学等からの講師派遣や半導体関連企業への見学等を通じて、半導体の専

門人材を育成する。

工業分野では、長崎県工業連合会と工業科との連携協定を締結しており、一定の連携はで

きているが、一歩進めた「学びの連携」へ向け、お互いのニーズ・シーズをマッチングしな

がら、先端機器等を活用した工業学習の充実を図る。

建設分野では、長崎県建設業協会と工業科との連携協定を締結しており、先進校では「学

びの連携」が実装している。この取組の良さを共有しながら、県下の関係学科への展開を目

指す。
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・【商業】

県内の商工会議所が構成員となっている長崎県商工会議所連合会を中心とした協議会を設

置し、インタビューシップ（経営者等へのインタビューを通じて働く魅力や意味を考える取

組）等を通じてマネジメントの学びの充実や企業等からの講師派遣等による観光ビジネスの

学びの充実を図る。

特に観光教育の充実に向け、地域の観光協会や商工会議所、市町と連携した観光教育パッ

ケージの構築を図る。観光で学びながら社会とつながる実践的な学びを展開する。

・【情報】

  県内の多くの情報関連企業が会員となっている長崎県情報産業協会を中心とした協議会を

設置し、協会が実施している人材育成プログラムと連携した講座の参加や企業等からの講師

派遣を通じて、実践的な情報技術の学びの充実を図る。

・【水産】

県内の漁業協同組合（漁協）が会員となっている長崎県漁業協同組合連合会を中心とした

協議会を設置し、連携することにより、スマート水産業に取り組んでいる漁業関係者による

講座や共同で加工品製造を行うなど、実践的な授業を通して、水産学習の充実を図る。

・【福祉】

県全体の介護人材の育成等を行っている長崎県社会福祉協議会を中心とした協議会を設置

し、連携することにより、県内のテクノロジーを活用している福祉事業所による実習や専門

的な講座等を通じて、専門的な知識を有する福祉人材の育成を図る。

（３）事業目的 ※事業を通じて期待する具体的変化について活動レベルで記載すること

・本県では、これまで専門高校と産業界のつながりが人材確保や就職先確保といった出口の連

携が主であったが、産業界等と専門高校の連携協定を締結し、連携体制を構築しながら、産

業実務家教員による体系的・実践的な授業の導入等を通して、産業教育の「学びの連携」の

充実を図る。

・産業界が求める資質・能力を明確にし、高校のカリキュラムと地域産業の課題をつなげた

「学びの連携」を図ることにより、地域産業で活躍したいというふるさと意識の醸成と、持

続可能な地域産業へとイノベーションを実現できるＮＥＸＴ長崎人材を育成する。

・これまで産業別に行っていた人材育成について、事業運営委員会等を通じて横断的人材育成

へと発展させることで、分野を横断した一体的な人材育成を図る。

（４）事業実施体制

●事業運営委員会や、拠点となる専門高校、連携する産業界の体制について記載すること

管理機関が中心となり、産業界等、県教育委員会や各高等学校、県の関係部局等が一体とな

った事業運営委員会を設置・運営する。

事業運営委員会において検討した方針等を基に、産業分野毎に産業界と専門高校の協議会等

を開催し、連携体制を構築する。連携先の産業界等については、県内の各産業をとりまとめて

いる団体等であり、各地域の産業と専門高校が連携する体制を構築する。

産学連携コーディネーターを「民間経験者、校長経験者、知事部局職員」の３名を配置する

ことにより、産業界・学校現場・行政の各分野の視点と豊富な人脈により、連携体制の基盤づ

くりを支援し、拠点校や産業界の課題にあった取組を支援する。

産学連携コーディネーターを県庁内（高校教育課）に配置することにより、県知事部局の関
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係部局と情報共有・意見交換等を密に行うことができ、教育分野と行政分野が一体となって産

業界との連携体制構築を担う。

産学連携コーディネーターに加えて、産業担当指導主事が各産業分野のコーディネートにお

けるサポートを実施するなど、高校教育課全体でコーディネート業務を行うことにより、ノウ

ハウを蓄積し、持続可能なものとする。

●管理機関の役割について

管理機関が中心となり、県教育委員会や各高等学校、県の関係部局、商工団体等が一体とな

った事業運営委員会を設置・運営する。

管理機関に産学連携コーディネーターを「民間経験者、校長経験者、知事部局職員」の３名

配置する。

「民間経験者」については、地元の銀行に地域振興部長として、地元企業と協働した事業開

発や起業家教育、地域の創生等に携わり、地域課題や地元企業等について熟知しており、「Ｉ

Ｔプロデューサー」、「起業家育成」、「ＡＩ花き園芸 研究員」、「食品開発アドバイザー」、「観

光造成プランナー」等の様々な分野の知見があり、産業界の視点から、幅広い産業分野での円

滑な連携について支援する。

「校長経験者」については、複数の工業高校の校長を歴任するなど、専門高校における人材

育成について熟知しており、知事部局の産業労働部に在籍した経験や、高校在籍時には企業等

と連携した授業等の経験があるなど、行政や企業等と学校の連携の手法に知見があり、教育分

野の視点から、各拠点校に対して適切に支援する。

「知事部局職員」については、教育庁と知事部局、産業界等との連携強化のため令和５年度

から教育庁高校教育課に出向しており、産業労働部に在籍した際に、企業の人材確保や人材育

成、コロナ禍における企業支援等に携わるなど、企業の雇用状況等を熟知しており、令和５年

度から知事部局の関係部局と教育庁の意見交換を実施するなど、連携体制の構築に向けた準備

に取り組んでおり、行政の視点から適切に支援することができる。

３名の配置を通じて、専門高校や産業界等のヒアリングやデータ収集等による現状分析・専

門高校と産業界等とのマッチングなど、連携体制構築のための支援を行う。

また、産学連携コーディネーターを管理機関（県庁内）に配置することにより、高校教育課

の各産業担当指導主事や知事部局の関係部局についても連携や情報共有を密にし、連携体制構

築のための支援を行う。

（５）事業の進捗管理、成果の検証、改善等の仕組み

事業運営委員会について、商工団体等の外部人材、各学科の代表校長、知事部局の関係部

局、など幅広い分野の構成員となっていることから、当委員会において事業の進捗、成果の検

証、改善等について協議する場を設けることとする。

また、マイスター・ハイスクール普及促進事業を受託している他自治体の情報収集等を図り

ながら、当県の事業と比較するなど、成果の検証、改善等に努める。
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●達成目標及び指標①（※数値や数量で表すことができる定量的指標が望ましい）

達成目標

産業界等との連携により、カリキュラム・マネジメントの充実を図り、外部人材等との

交流や先端技術等の学びを通じて、主体的に学習する意欲の醸成と産業分野で活用できる

実践的なスキルや課題解決能力を育成する。

指標

振り返りアンケートにより産業分野の興味・関心が高まったと回答した生徒の割合

数値目標：９０％

●達成目標及び指標②（※数値や数量で表すことができる定量的指標が望ましい）

達成目標

産業界と専門高校が持続可能な連携体制を構築する。

指標

産業界と専門高校の連携協定を締結するなど、実際に連携体制を構築した数

数値目標：各産業分野で１体制以上

（６）成果発信の取組

県のホームページにマイスター・ハイスクールの情報発信のための専用ページを作成

し、定期的な情報発信を行う。

また、成果をまとめた成果報告書を作成し、関係校、各産業団体、関係部局等に配布す

るとともに、県のホームページ上で公開し、広く成果の普及・発信を図る。

併せて、関係団体と連携したシンポジウムを実施し、オンライン配信を行うなど、効果

的な普及に努めていく。



7

３．令和７年度実施計画

（１）事業運営委員会の構成

氏名 所属・職 役割

前川 謙介 教育委員会・教育長 委員長・教育分野の代表

西   亮 長崎県工業連合会・会長 工業（製造業）分野の代表

濵本 浩邦 長崎県情報産業協会・会長 情報分野の代表

大久保 一彦 長崎県農業協同組合中央会・専務理事 農業分野の代表

田代 一義 長崎県漁業協同組合連合会・専務理事 水産分野の代表

野嶋 克哉 長崎県社会福祉協議会・専務理事 福祉分野の代表

松永 安市 長崎県商工会議所連合会・専務理事 商業分野の代表

天野 俊男 長崎県建設業協会・専務理事 工業（建設業）分野の代表

鈴木 貴博 株式会社シーエーシー・取締役兼業務

担当執行役員

デジタル人材育成への助言

百崎 浩之 十八親和銀行・地域振興部 産官学ネットワーク連携支援

本田 道明 長崎県立大学 ・学長補佐（特任教授） 大学の代表

狩野 博臣 教育庁・教育次長 教育分野の代表

坂口 育裕 教育庁・教育次長 教育分野の代表

田川 耕太郎 県教育庁高校教育課・課長 管理機関の代表

甲斐 穀彦 北松農業高等学校・校長 農業学科の高校の代表

北島 弘明 長崎工業高等学校・校長 工業学科の高校の代表

平山 政一 佐世保商業高等学校・校長 商業学科の高校の代表

力丸 資 諫早商業高等学校・校長 情報学科の高校の代表

岡野 祥士 長崎鶴洋高等学校・校長 水産学科の高校の代表

馬木 みどり 口加高等学校・校長 福祉学科の高校の代表

長野 敦志 文化観光国際部 観光振興課・課長 県行政（観光分野）の代表

中村 直輝 福祉保健部 長寿社会課・課長 県行政（福祉分野）の代表

香月 康夫 産業労働部 企業振興課・課長 県行政（工業分野）の代表

原田 啓輔 産業労働部 新産業推進課・課長 県行政（情報分野）の代表

下窄 賢剛 産業労働部 経営支援課・課長 県行政（商業分野）の代表

末續 友基 産業労働部 未来人材課・課長 県行政（工業分野）の代表

齋藤 周二朗 水産部 水産経営課・課長 県行政（水産分野）の代表

酒井 浩 農林部 農業経営課・課長 県行政（農業分野）の代表

金子 哲也 土木部 建設企画課・課長 県行政（建設分野）の代表
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（２）事業運営委員会における検討事項

・各産業で必須となるＤＸ・デジタル化に対応できる人材や各産業の課題を解決できる人材を

育成するための適切な支援の在り方、協働して育成すべき人材像を策定する。

・水産分野と農業分野の１次産業という共通点などを活かした取組を行うなど、分野を横断し

た効果的な取組を検討する。

・各産業分野における協議会や企業との連携協定等の仕組みづくり（持続可能な仕組み）を検

討する。

・産業界等と専門高校の連携内容の具体的内容を協議する。

（３）事業項目別実施期

事 業 項 目    実施期間（７年４月 ～ ８年３月）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月１月 ２月 ３月

①事業運営委員会

②分野別協議会

③分野別関係者会議

④関係産業・学校・部局訪問

⑤産業実務家教員授業、実習等

⑥対話・探究型企業見学会

⑦産学連携シンポジウム

⑧教員向け研修・企業見学会

⑨先進的取組視察

＜詳細＞

① 事業運営委員会

全体を統括する事業運営委員会を開催し、各分野の取組の共有および今後の方向性等を協議する。

また、事業の進捗管理や改善等について協議する。

② 分野別協議会

分野別の協議会を開催し、分野別の取組内容や連携体制の構築について協議する。

③ 分野別関係者会議

分野別の担当者による関係者会議を開催し、具体的な授業・実習内容やカリキュラムの検討を行う。

産業界、教育現場、関係部局の関係性、つながりをつくる。

④ 関係産業・学校・部局訪問

管理団体と関係部局で、産業界や学校を訪問し、ニーズや困り感を把握する。年度の実施内容につい

て対話的に協議し、マッチングを行う。

⑤ 産業実務家教員授業、実習等

連携先産業界等の外部人材を活用した授業、実習等を各学校において実施する。

⑥ 対話・探究型企業見学会

産業界等と連携して、半導体関連や情報産業等の成長分野の企業や地元で先端技術を要している企業

等の見学会を対話型・体験型で実施し、探究的な学びにつなげる。

⑦ 産学連携シンポジウム
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産業界、教育現場、関係部局が協働・連携した取組の実践事例報告やパネルディスカッションを行

う。

⑧ 教員向け研修・企業見学会

長期休業中等に、教員向けの企業見学会を対話型・体験型で開催する。

⑨ 先進的取組視察

  産学連携コーディネーター等によるマイスター・ハイスクールを受託している高校等への視察等を実

施する。

＜達成目標＞

産業界等との連携により、カリキュラム・マネジメントの充実を図り、外部人材等との交流や先端技

術等の学びを通じて、主体的に学習する意欲、産業分野で活用できる実践的なスキルや課題解決力を育

成する。

振り返りアンケートにより産業分野の興味・関心が高まったと回答した生徒の割合

数値目標：９０％

（４）管理機関における取組

管理機関が主体となり、商工団体、県教育委員会や各高等学校、県の関係部局等が一体とな

った事業運営委員会を設置・運営する。

管理機関に産学連携コーディネーターを配置し、行政・産業界・大学等と専門高校のマッチ

ング等の連携体制構築のための支援を行う。

また、高校教育課の各産業担当指導主事や県の関係部局についても連携や情報共有を密に

し、連携体制構築のための支援を行う。

（５）所要経費

別添のとおり

  ※課税・免税事業者：  課税事業者・免税事業者 （□で囲むこと）

※再委託に関する事項

再委託の相手方の住所及び氏名

再委託を行う業務の範囲

再委託の必要性

再委託金額（単位：円）

                   円
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４．現時点の状況

拠点校における以下の数値について記入すること（拠点校ごとに記載）

拠点校名 島原農業高等学校

① コンソーシアム協議会（産業界、自治体など複数

で構成される人材育成を目的に含む団体）の数
０

② 産学連携コーディネーターの数 ０

③ 人材育成に関わっている企業等の数 １８者

④ 人材育成に関わっている企業等人材の人数 １８名

⑤ 企業等の人材が行う授業の数

一人で担当：３２時間

一部を担当：

教員とT.T：

⑥ インターンシップ

企業数：９社

平均期間：３日間

参加生徒数：２２名

拠点校名 諫早農業高等学校

① コンソーシアム協議会（産業界、自治体など複数

で構成される人材育成を目的に含む団体）の数
２

② 産学連携コーディネーターの数 ０

③ 人材育成に関わっている企業等の数 １６者

④ 人材育成に関わっている企業等人材の人数 １６名

⑤ 企業等の人材が行う授業の数

一人で担当：５９時間

一部を担当：

教員とT.T：

⑥ インターンシップ

企業数：６８社

平均期間：３日間

参加生徒数：２５４名
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拠点校名 北松農業高等学校

① コンソーシアム協議会（産業界、自治体など複数

で構成される人材育成を目的に含む団体）の数
０

② 産学連携コーディネーターの数 ０

③ 人材育成に関わっている企業等の数 １７者

④ 人材育成に関わっている企業等人材の人数 １７名

⑤ 企業等の人材が行う授業の数

一人で担当：３８時間

一部を担当：

教員とT.T：

⑥ インターンシップ

企業数：７社

平均期間：３日間

参加生徒数：１５名

拠点校名 西彼農業高等学校

① コンソーシアム協議会（産業界、自治体など複数

で構成される人材育成を目的に含む団体）の数
０

② 産学連携コーディネーターの数 ０

③ 人材育成に関わっている企業等の数 ９者

④ 人材育成に関わっている企業等人材の人数 ９名

⑤ 企業等の人材が行う授業の数

一人で担当：２０時間

一部を担当：

教員とT.T：

⑥ インターンシップ

企業数：０

平均期間：０

参加生徒数：０
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拠点校名 長崎工業高等学校

① コンソーシアム協議会（産業界、自治体など複数

で構成される人材育成を目的に含む団体）の数
６

② 産学連携コーディネーターの数 ０

③ 人材育成に関わっている企業等の数 １９者

④ 人材育成に関わっている企業等人材の人数 １９名

⑤ 企業等の人材が行う授業の数

一人で担当：４３時間

一部を担当：

教員とT.T：

⑥ インターンシップ

企業数：１０２社

平均期間：３日間

参加生徒数：２６０名

拠点校名 佐世保工業高等学校

① コンソーシアム協議会（産業界、自治体など複数

で構成される人材育成を目的に含む団体）の数
６

② 産学連携コーディネーターの数 ０

③ 人材育成に関わっている企業等の数 １８者

④ 人材育成に関わっている企業等人材の人数 １８名

⑤ 企業等の人材が行う授業の数

一人で担当：４６時間

一部を担当：

教員とT.T：

⑥ インターンシップ

企業数：７０社

平均期間：３日間

参加生徒数：１９７名
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拠点校名 鹿町工業高等学校

① コンソーシアム協議会（産業界、自治体など複数

で構成される人材育成を目的に含む団体）の数
６

② 産学連携コーディネーターの数 ０

③ 人材育成に関わっている企業等の数 １１者

④ 人材育成に関わっている企業等人材の人数 １１名

⑤ 企業等の人材が行う授業の数

一人で担当：３３時間

一部を担当：

教員とT.T：

⑥ インターンシップ

企業数：４５社

平均期間：３日間

参加生徒数：１２７名

拠点校名 島原工業高等学校

① コンソーシアム協議会（産業界、自治体など複数

で構成される人材育成を目的に含む団体）の数
６

② 産学連携コーディネーターの数 ０

③ 人材育成に関わっている企業等の数 ７者

④ 人材育成に関わっている企業等人材の人数 ７名

⑤ 企業等の人材が行う授業の数

一人で担当：３０時間

一部を担当：

教員とT.T：

⑥ インターンシップ

企業数：３５社

平均期間：３日間

参加生徒数：７６名
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拠点校名 大村工業高等学校

① コンソーシアム協議会（産業界、自治体など複数

で構成される人材育成を目的に含む団体）の数
６

② 産学連携コーディネーターの数 ０

③ 人材育成に関わっている企業等の数 ２０者

④ 人材育成に関わっている企業等人材の人数 ２０名

⑤ 企業等の人材が行う授業の数

一人で担当：７９時間

一部を担当：

教員とT.T：

⑥ インターンシップ

企業数：１０１社

平均期間：３日間

参加生徒数：２５７名

拠点校名 佐世保商業高等学校

① コンソーシアム協議会（産業界、自治体など複数

で構成される人材育成を目的に含む団体）の数
１

② 産学連携コーディネーターの数 ０

③ 人材育成に関わっている企業等の数 ６者

④ 人材育成に関わっている企業等人材の人数 ６名

⑤ 企業等の人材が行う授業の数

一人で担当：１８時間

一部を担当：

教員とT.T：

⑥ インターンシップ

企業数：５９社

平均期間：３日間

参加生徒数：１３８名



15

拠点校名 島原商業高等学校

① コンソーシアム協議会（産業界、自治体など複数

で構成される人材育成を目的に含む団体）の数
０

② 産学連携コーディネーターの数 ０

③ 人材育成に関わっている企業等の数 ９者

④ 人材育成に関わっている企業等人材の人数 ９名

⑤ 企業等の人材が行う授業の数

一人で担当：２４時間

一部を担当：

教員とT.T：

⑥ インターンシップ

企業数：３７社

平均期間：３日間

参加生徒数：８１名

拠点校名 諫早商業高等学校

① コンソーシアム協議会（産業界、自治体など複数

で構成される人材育成を目的に含む団体）の数
１

② 産学連携コーディネーターの数 ０

③ 人材育成に関わっている企業等の数 ８者

④ 人材育成に関わっている企業等人材の人数 ８名

⑤ 企業等の人材が行う授業の数

一人で担当：４０時間

一部を担当：

教員とT.T：

⑥ インターンシップ

企業数：９６社

平均期間：３日間

参加生徒数：２０８名
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拠点校名 壱岐商業高等学校

① コンソーシアム協議会（産業界、自治体など複数

で構成される人材育成を目的に含む団体）の数
０

② 産学連携コーディネーターの数 ０

③ 人材育成に関わっている企業等の数 １者

④ 人材育成に関わっている企業等人材の人数 １名

⑤ 企業等の人材が行う授業の数

一人で担当：１時間

一部を担当：

教員とT.T：

⑥ インターンシップ

企業数：３７社

平均期間：３日間

参加生徒数：６０名

拠点校名 長崎鶴洋高等学校

① コンソーシアム協議会（産業界、自治体など複数

で構成される人材育成を目的に含む団体）の数
１

② 産学連携コーディネーターの数 ０

③ 人材育成に関わっている企業等の数 ５者

④ 人材育成に関わっている企業等人材の人数 ５名

⑤ 企業等の人材が行う授業の数

一人で担当：１３時間

一部を担当：

教員とT.T：

⑥ インターンシップ

企業数：３５社

平均期間：３日間

参加生徒数：６２名
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５．その他

知的財産権の帰属

※いずれかに○を付すこと。なお、１．を選択する場合、契約締結時に所定様式の提出が

必要となるので留意すること。

（〇）１．知的財産権は受託者に帰属することを希望する。

（ ）２．知的財産権は全て文部科学省に譲渡する。

拠点校名 口加高等学校

① コンソーシアム協議会（産業界、自治体など複数

で構成される人材育成を目的に含む団体）の数
１

② 産学連携コーディネーターの数 ０

③ 人材育成に関わっている企業等の数 ３者

④ 人材育成に関わっている企業等人材の人数 ３名

⑤ 企業等の人材が行う授業の数

一人で担当：１４時間

一部を担当：

教員とT.T：

⑥ インターンシップ

企業数：０

平均期間：０

参加生徒数：０
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Ⅱ 委託業務経費

１．経費予定額

                                                                （単位：円）
費 目 種 別 内 訳 小 計

設備備品費 設備備品費

人件費 人件費

事業費 諸謝金 外部人材活用講座

90人×2時間×3回×3,500円＝1,890,000円

教員向け研修会

1人×3時間×2回×3,500円＝21,000円

1,911,000

旅費 外部人材活用講座

6,400円×1回×90人＝576,000円

1,800円×1回×90人＝162,000円

700円×1回×90人＝63,000円

先進地視察

62,000円×3人×3か所＝558,000円

事業運営委員会委員旅費

62,000円×1人＋6,400円×3人＋

1,800円×1人＋700円×1人＝83,700円

コーディネーター等活動旅費

6,400円×20回＝128,000円

成果報告会参加旅費（東京）

62,000円×2人×1回＝124,000円

担当者意見交換会教員旅費

100,000円×2回＝200,000円

教員向け研修会講師旅費

62,000円×1人×2回＝124,000円

教員向け研修会参加旅費

100,000円×2回＝200,000円

全国産業教育フェア参加旅費

80,000円×8人（生徒＋教員＋管理機関）

＝640,000円

2,858,700

借損料 企業見学会 バス借上

生徒向け 15回×130,000円＝1,950,000円

教員向け 3回×130,000円＝ 390,000円

2,340,000

消耗品費 各学校消耗品費（講座等で活用）

20,000円×15校＝300,000円

成果報告書 印刷費

500円×200部＝100,000円

400,000

会議費 会場借料

5回×50,000円＝250,000円

250,000
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通信運搬費

雑役務費 企業見学会 生徒保険料

15回×40名×300円＝180,000円

180,000

消費税相当額 不（非）課税経費（人件費、外国旅費、保険料な

ど）×消費税率

（注１）インボイス影響額-経過措置の適用：無

（注２）インボイス影響額-経過措置の適用：

有

一般管理費 一般管理費 （設備備品費＋人件費＋事業費）×○％

再委託費 再委託費

合計                         7,939,700
※事業規模に応じ、適宜上記種別区分を費目区分としてください。（以下同じ）

（注１）インボイス影響額-経過措置の適用：無

人件費的性質を有する諸謝金については人件費の費目・種別に計上します。

ここでは「費目：事業費」、「種別：諸謝金」に計上する諸謝金（税込）の「消費税相当額」について補足説明します。

 個人への諸謝金は相手方が免税事業者であることが想定されます。個人への諸謝金については、経過措置適用

対象の請求書が発行されない場合があります。その場合はこの欄を使用します。

 消費税相当額の計算方法（消費税率 10％の場合）：免税事業者への諸謝金額×10/110×110/100

＝免税事業者への諸謝金額×0.1

例：委託事業者が、適格請求書が発行されない個人への諸謝金

11,000 円（消費税 10％）を支払った場合、経費内訳には以下を計上します。

・諸謝金：11,000 円

・インボイス影響額-経過措置の適用：無：1,100 円

＜計算の流れ＞

①諸謝金から消費税額を算出。

11,000 円×10/110 ＝ 1,000 円

②国と委託事業者間では業務経費の全体が課税対象となるため、①で算出した額にも「消費税額」を追加計上。

1,000 円×110/100 ＝ 1,100 円

（注２）インボイス影響額-経過措置の適用：有

免税事業者から経過措置適用対象の請求書を受けた場合、この欄を使用します。

 インボイス制度施行後の3 年間は免税事業者等からの仕入について仕入税額相当額の80％、その後の3 年間は

50％を仕入税額とみなして控除となる経過措置があります。

 控除を受けられない部分については消費税相当額を計上する必要があります。

消費税相当額の計算方法（消費税率10％の場合）

令和5 年10 月1 日～令和 8 年9 月30 日：免税事業者との取引額×10/110×0.2×110/100

＝免税事業者との取引額×0.02

 令和8 年10 月1 日～令和11 年9 月30 日：免税事業者との取引額×10/110×0.5×110/100

＝免税事業者との取引額×0.05

例：委託事業者が免税事業者と 110,000 円（税率 10％）の取引を行った場合、経費内訳には以下を計上します。

・インボイス影響額-経過措置の適用：有：2,200 円
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＜計算の流れ＞

①雑役務費から消費税額を算出。 110,000 円×10/110 ＝ 10,000 円

②仕入税額相当額の 80％は経過措置により仕入税額とみなし控除。残額 20％を計算。

10,000 円×0.2 ＝ 2,000 円

③国と委託事業者間では業務経費の全体が課税対象となるため、②で算出した額にも「消費税額」を追加計上。

2000 円×110/100 ＝ 2,200 円
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２．再委託費内訳

  機関名：              

                                                                （単位：円）

費 目 種 別 内 訳 経費予定額

小計

合計                         

Ⅲ その他

１．経理担当者（責任者及び事務担当者）

氏  名 職  名 連絡先（TEL番号,FAX番号,ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ）

（責任者）

田川 耕太郎

（事務担当者）

榮岩 祐介

課長

主任主事

ＴＥＬ：095-894-3355
ＦＡＸ：095-824-5965
メール：s40120@pref.nagasaki.lg.jp
    y.haeiwa@pref.nagasaki.lg.jp

    ※ 責任者については、本委託業務に係る経理責任者（必ず記入すること）

      事務担当者は、実際に当省委託課（室）との窓口となる者（必ず記入すること）


